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1. 事業の⽬的

1.「住宅を作っては壊す」社会から「いいものをきちんと⼿⼊れして、
⻑く⼤切に使う 社会 移⾏を推進す⻑く⼤切に使う」社会への移⾏を推進する

2.今ある住宅ストックの質を⾼めるとともに消費者がその質を正確に⾒極める
事のできる仕組みをつくり、中古住宅市場の情報の⾮対称性を解消する

3.消費者が安⼼で安全な取引ができる市場の確⽴により、

4 富⼭県の⾃然環境と住環境の情報発信により移住・定住の促進を図る

中古住宅流通を活性化する

4.富⼭県の⾃然環境と住環境の情報発信により移住・定住の促進を図る
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2. 事業の概要 -1

1.建物検査や住宅履歴登
録 そし 瑕疵保険 加録、そして瑕疵保険の加
⼊等、
⼀定の条件を満たした、
安⼼して安全な中古住宅

建物の質が
評価されにくい、
また市場への
情報開⽰を

情報が少ない
質への不安が払拭できない

を「とやま安⼼住宅」と
して当協議会で認定する

情報開⽰を
ためらう

検査情報など少なく 物件の質の情報が不⾜して当協議会で認定する
制度の導⼊

検査情報など少なく
取引リスクが⼤きい

物件の質の情報が不⾜
担保価値への不安が
払拭できない
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2. 事業の概要 -2,-3

2.販売広告時に情報の⾮対称性を解消するために認定物件のロゴマークを作成
し使⽤させ消費者に周知する仕組みづくりし使⽤させ消費者に周知する仕組みづくり

3. 協議会が認定申請の窓⼝とな3. 協議会が認定申請の窓⼝とな
り、建物検査、シロアリ点検、住宅
履歴登録 瑕疵保険加⼊ アフタ履歴登録、瑕疵保険加⼊、アフター
点検（取引１年後）までワンストッ
プ ビ 供 ⾏プでサービスの提供を⾏う
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2. 事業の概要 -4

4.制度の普及のために、消費者向けの
「 ル を作成し「マニュアル」を作成し、
売却希望者には制度説明をし取引の際には
「売主」の「責任」が担保されるので安⼼
な取引ができることを説明する資料とする
また購⼊希望者に建物検査の状況や隠れた
不具合についても保険により担保される不具合についても保険により担保される
「質」と「安⼼」を説明する資料とする
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3. 成果物作成に⾄るまでの取組
を組成しそれぞれが課題に向け 取り組んだ

1.認定物件制度設計ＷＧ 制度実施への具体的取組

３つのＷＧを組成しそれぞれが課題に向けて取り組んだ

消費者の関⼼を
喚起するため、
認定マークは 事業実施に向けたワークショップ
公募により選定した
考案は富⼭⼤学４年
森優⽣さん

事業実施に向けたワ クショップ
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3. 成果物作成に⾄るまでの取組
を組成しそれぞれが課題に向け 取り組んだ３つのＷＧを組成しそれぞれが課題に向けて取り組んだ

2.情報伝達マニュアル作成ＷＧ 普及啓発のためのマニュアル作成

消費者に分かりやすく
説明できるよう
親 を感じ

地域ブランドを意識した
親しみを感じる
キャラクターを作成

「富⼭弁」のキャッチコピー
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3. 成果物作成に⾄るまでの取組
を組成しそれぞれが課題に向け 取り組んだ

1.認定物件の規約作成ＷＧ 制度運⽤のためのマニュアル作成

３つのＷＧを組成しそれぞれが課題に向けて取り組んだ

「とやま安⼼住宅」申込書や
⼿続き 作成⼿続きのフロー図の作成

認定ロゴマーク
使⽤要項の策定

いずれもホームページいずれもホ ムペ ジ
にて配信・ＤＬ
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4. 成果物及び得られた成果について
制度の周知広告と合わせて⾏った認定物件の広告
以後、宅建業者間への理解は進んできている 広告でのロゴマーク活⽤例
現地看板でのロゴマーク活⽤例

認定物件を成約した仲介業者の声
案内から成約まで、説明の際ストレスを感じない！ 値引きの話がでない！案内から成約まで、説明の際ストレスを感じない 値引きの話がでない

売主さまも買主さまも⼤変喜んでくださった！
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5. 今後の活動⽅針について5. 今後の活動⽅針について
1.認定物件制度の⼀般消費者への理解は進んでいるとはいえない
同時に事業者に情報の⾮対称性の解消が市場を活性化する理解が進んでいない

認定物件制度の広告やセミナーの実施により制度の周知を図る認定物件制度の広告やセミナ の実施により制度の周知を図る

2.流通市場にでてくる認定物件に適合する新耐震の物件が少ない、
⼀⽅旧耐震の物件が多く滞留している⽅旧耐震の物件が多く滞留している

旧耐震の物件は、簡易的な現状の強度を知らせ、耐震改修は買⼿にゆだね
⼀程度の建物検査等に適合した物件を認定する制度の新設「ほっとする」安⼼をお届けします
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